
第３８回 刈谷市都市交通協議会 議事概要 
 
 
 
■日  時：令和８年３月 12日（木）14:00～15:30 
■場  所：刈谷市役所 ３階防災会議室 
■議  題： 
１ デマンド交通「チョイソコかりや」実証実験について 
２ 刈谷市都市交通戦略の改定について 
３ 令和７年度決算及び令和８年度予算について 

 

■出席者： 

委員号数 所属（役職） 氏 名 出欠 

第１号委員 中部大学 工学部 都市建設工学科 教授 磯部 友彦 ○ 

第１号委員 
大同大学 建築学部 建築学科都市空間インフラ専攻

准教授 
樋口 恵一 ○ 

第２号委員 トヨタ紡織㈱ 総務部 総務室長 亀井 隆 〇 

第２号委員 トヨタ車体㈱ 総務部 総務室長 宮地 哲也 欠席 

第３号委員 名古屋鉄道㈱ 地域連携部 交通サービス担当課長 髙井 勇輔 
代理 

（内藤真一） 

第４号委員 （社）愛知県トラック協会西三支部刈谷部会 部会長 出口 達也 欠席 

第４号委員 愛知県タクシー協会 副会長 横山 宜幸 ○ 

第４号委員 （公）愛知県バス協会 専務理事 小林 裕之 欠席 

第４号委員 知多乗合株式会社 代表取締役社長 近藤 博之 
代理 

（八汐高満） 

第４号委員 東伸運輸株式会社 代表取締役 片桐 徹 ○ 

第４号委員 大興タクシー株式会社 代表取締役 潮田 憲 
代理 

（石川陽士） 

第４号委員 

兼第５号委員 
名鉄バス㈱ 運輸本部 首席 交通企画官 後藤 泰之 ○ 

第６号委員 刈谷市自治連合会 副会長 二宮 成人 〇 

第６号委員 女性の会連絡協議会 書記 中川 真弓 ○ 

第６号委員 刈谷商工会議所 専務理事 岡田 行永 ○ 

第６号委員 一般社団法人 刈谷青年会議所 理事長 河 征孝 ○ 

第６号委員 かりや消費者生活学校 運営委員長 作田 美乃利 ○ 

第７号委員 中部運輸局 愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 原田 光一郎 〇 

第８号委員 愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事 川畑 竜八 
代理 

（加古寛樹） 

第９号委員 刈谷警察署 交通課長 山口 航平 
代理 

（山本幸久） 

第 10 号委員 愛知県 知立建設事務所 企画調整監 志賀 雅樹 〇 

第 10 号委員 刈谷市建設部長 竹内 健人 〇 

第 11 号委員 愛知県 都市・交通局 交通対策課長 森田 勇人 
代理 

（高臣綾子） 

第 11 号委員 愛知県 都市・交通局 都市基盤部 都市計画課長 青柳 克彦 
代理 

（岩越敦哉） 

第 12 号委員 刈谷市都市政策部長 清水 雅之 〇 



オブザーバー 国土交通省中部地方整備局建政部都市整備課長 後藤 直紀 欠席 

オブザーバー 刈谷市企画財政部長 岡部 直樹 欠席 

オブザーバー 刈谷市産業環境部長 浅岡 剛司 〇 

（事務局）：都市政策部都市交通課 都築課長、深谷課長補佐、安田次世代モビリティ推進係長、 

島村道路計画係長、岡田主査、阿部主査、五明主査、清水技師 

 

■意見概要（発言順）： 

議題１ デマンド交通「チョイソコかりや」実証実験について 

 主な意見 回答 

１ ・「チョイソコかりや」によって北部地域の

地域の足が確保されることは、大変良い

ことだと思う。タクシーとの棲み分けが

できていることから、業界として「チョイ

ソコかりや」の実施に賛成する。 

【横山委員】 

 

２ ・２台体制下において、国道１号以北の利用

者を積み残し等がなく順調に運行できて

いたのか。また、事業者側の負担として何

か意見はあったか。そういった声がなけ

れば、この取組内容で実施しても良いと

考える。 

 【樋口委員】 

・区域の拡大を 10月に実施し、１台体制か

ら２台体制の運行になった。乗合率は１

台体制時よりも若干低下し、２台が適切

に役割分担をしている状態にあると言え

る。乗合率を高めていくべきである中で

低下している理由については、区域拡大

が徐々に根付いていっている段階である

ためであると考えている。また、１台体制

時より休憩が取りやすくなっているた

め、運行に関して支障になっている点は

ないと考えている。 

【事務局】 

３ ・全体利用のうち他交通機関との乗継で利

用する割合がどれくらいかは把握してい

るか。 

 【原田委員】 

・乗継に関するデータを具体的な数字とし

ては把握していない。ただし、運転手に対

する聞き取りにおいて、富士松駅におけ

るバス路線や鉄道への乗継客が多いとい

うことを確認しており、乗継利用は一定

程度あることを把握している。 

 【事務局】 

４ ・運行区域の拡大はどのようにして周知を

行っているのか。また、今後利用者が増え

るにあたり新たな課題等が出てくると思

うが、利用者の意見を把握する勉強会や

アンケート等の実施は考えているか。 

 【磯部会長】 

・回覧やチラシによって周知をしている。 

また、地域との意見交換の場として意見

交換会を実施している。 

 【事務局】 

５ ・事業者停留所から協賛金をいただく仕組

みは、みんなで支えるという観点から非

常にいいモデルであると考える。運行区

域を拡大した範囲について、事業者停留

所の協賛金をいただいたか。また、本格運

行に向けてはどのように考えているの

か。 

・実証実験の段階からスポンサー料をいた

だいている。10 頁において「事業者」と

記述のある停留所は、スポンサー料をい

ただいている。また、区域拡大時には、「チ

ョイソコ」を運営するアイシンと一緒に

企業に声かけを行う等して、スポンサー

を獲得してきた。本格運行後も同様に継



・事業者停留所の乗降状況は、その他の停留

所と比較してどのようか。 

 【樋口委員】 

続を予定している。 

・事業者への直接の聞き取りは行っていな

いが、スーパーや病院等は多くの利用が

ある。また、事業者停留所の利用者属性分

析から、利用者数の増加は少人数のヘビ

ーユーザーによってではなく、多くの方

に利用されていることによって生じてい

ることを把握している。このことから、事

業者として参加している意義はあると考

えている。 

 【事務局】 

６ ・利用者の高齢者比率が比較的高いが、乗降

に時間はかかっているのか。また、交通渋

滞の影響を受けることはあるのか。さら

に、全ての利用者が予約の段階で希望の

時間に目的地に着くことができているの

か。 

 【作田委員】 

・利用条件として会員登録のほか、運転手が

補助しなくても乗降が可能であることを

条件にしている。乗降が運行の支障とな

っているとの情報は入っていない。また、

渋滞による遅延に関する苦情の連絡も入

っていない。アイシンの予約システムに

おいて、大幅な遅延が生じないよう到着

時間を算出していると思う。さらに、予約

についてはインターネットよりも電話で

行う利用者が多く、コールセンターの方

が柔軟に対応していると思う。 

 【事務局】 

７ ・事務局からの説明内容について、承認いた

だけるか。 

【磯部会長】 

・賛成【全委員】⇒承認 

 

  



議題２ 刈谷市都市交通戦略の改定について 

 主な意見 回答 

１ ・刈谷駅周辺では企業バスが多数走行して

おり、かなりの割合を占めていると思う

が、戦略案にほとんど出てこないことに

ついて少し違和感がある。これから自家

用車通勤を減らしていくならば、どうし

ても公共交通手段から工場や大企業へと

接続する交通手段が必要なため、サポー

トが必要であると考える。具体的には、駅

への出入りのしやすさを改善したり、企

業バスの運転手を確保するのが難しいと

いう話を聞いているので、それらの手助

けを行ったりする必要があると考える。 

【岡田委員】 

・企業バスも大事な交通の一部であること

を踏まえて検討して頂きたい。 

 【磯部会長】 

・現状では市が主体の取組は行っていない。

指摘のとおり現行の都市交通戦略におい

ては、企業バスに関する記述がないため

検討したい。一方で、まちづくり推進課に

おいて刈谷駅北口の施設配置等について

検討しており、令和８年度に周辺のまち

づくりの構想を作っていきたいと考えて

いる。この中で刈谷駅北口における企業

バスと 「かりまる」の混雑緩和を実施した

いと考えている。 
【事務局】 

２ ・市内の幹線道路はほとんど完成している

という状況の中で道路の容量を増やすと

いう施策が20年後を見据えたときに本当

に適切なのか。企業のまちであるからこ

そ企業バスにも焦点を置いて検討すべき

だと考える。地域公共交通計画において

幹線軸としての設定のない企業バスを幹

線化するような共同運営体・検討会を立

ち上げ、自治体を中心として各企業を連

携させる施策が非常に有効であると考え

る。ぜひ施策を見据えた踏み込んだ検討

をお願いしたい。また、40 頁の「交通結

節機能の強化」について、北部地域の拠点

に関しては目が向いていないように感じ

る。北部地域の「チョイソコかりや」との

結節点としては富士松駅があり、立地適

正化計画や都市計画マスタープランにお

いても誘導区域として富士松駅を中心に

開発するということを謳っているので、

北部の主要な拠点としては富士松駅が挙

げられると思う。刈谷駅からの企業への

アクセス性向上のほか、富士松駅からの

アクセス向上の視点についても言及して

も良いと考える。 

・どちらかというと区間整理や面的整備を

イメージしているのではなく、あくまで

もモビリティハブといった交通の機能が

集積できるような整備を意識するような

施策があっても良いと考えている。 

 【樋口委員】 

・富士松駅周辺は北部地域の中心となる拠

点であるため、富士松駅周辺への機能集

積等については上位計画である都市計画

マスタープランにも示している。しかし、

刈谷駅周辺や刈谷市駅周辺が再開発に向

けて各種取組が進められている中で、富

士松駅周辺では再開発の話はなく、中心

部である刈谷駅周辺の方が、整備の優先

度が高くなっている。しかしながら、北部

地域においても必要な都市機能の確保に

向けた取組は進めていきたいと考えてい

る。 

 【事務局】 



３ ・17 頁において、「カーシェアや地域密着型

の移動サービスに代表される、共有・共助

の考えに基づく交通手段への関心が高く

なっています」とあるほか、基本方針④に

も「市民・事業者・行政が共に創り支え合

う」とあるが、カーシェアや地域密着型の

移動サービスを創り支える側に「市民」が

入っているように読み取れる点は問題で

あると考える。市民は移動する権利を持

っており、それを保障するのは国と地方

自治体である。しかし、直接国や地方自治

体が経営するのではなく、国土交通大臣

から免許をもらったタクシー事業者やバ

ス事業者に委託のうえ実施している。そ

れがなく有料で送迎を行うことは全て違

法である。必要な地域があるなら、行政が

責任を持って公共ライドシェアという形

でコスト負担を行い、タクシー事業者等

の運行管理事業者に委託をして公共ライ

ドシェアを実施していく必要がある。書

き方には注意していただきたい。カーシ

ェアや地域密着型の移動サービスを誰で

も自由に実施して良い、という風に受け

取られかねないという不安が若干ある。 

・施策④―3に「多様な主体」とあるが、主

体というのは運ぶ側の方のことを言うの

ではないか。そこは分けていただきたい。

あくまでも主体は、行政・国・それらに委

託された事業者に加え、制度通達に基づ

いた公共ライドシェア実施者を指す。市

民はあくまでも移動する権利を行使する

側であり、一括して主体とするのは違和

感がある。 

【横山委員】 

・改善案として、基本方針④を「共に支え合

う」という表現にすれば意に沿うのでは

と考える。また施策④―3についても、運

行主体を市民に任せるよう読み取られる

ことがないように工夫をしないといけな

い。一方で、基本方針①②③に政策的に実

施する趣旨や意向は明記されているが誤

解を招かないような表現とすることは大

事だと考える。基本方針①②③は行政を

中心に実施し、基本方針④は市民がサー

ビスを受けるだけではなくて一緒に考え

ていきたいというのが事務局の意向であ

ると考える。 

【樋口委員】 

・「チョイソコかりや」の導入にあたっても、

地域内でどのような困りごとがあるのか

についてヒアリングし、地元のニーズを

把握しながらこれまで進めてきた経緯が

ある。他地域においても、バス停までの距

離が遠いという相談を受け、「かりまる」

の再編によってバス停を少し近くに移動

させたといった対応をした事例もある。

これらの事例のように、「市民」というの

は、実際に住んでいる人、あるいはサービ

スを利用する人をイメージしている。行

政がデータ分析のみを利用して交通機関

の方針を検討していくのではなく、実際

にどのような利用があるのか、どこに問

題があるのかについて聞き取りを行い、

市民と一緒になって運行ルート等を決め

ていく必要がある。行政のみで検討して

利用してくださいと言ったものの、利用

がないということにならないよう、一緒

に考えていきましょうという趣旨のもと

で三者を並べており、市民は参加者とい

ったイメージである。また、公共ライドシ

ェアについては、法において該当してい

る地域であれば実現可能性はあるもの

の、刈谷市の中では実現性は薄いと考え

る。 

・利便性の高い公共交通の実現においては、

行政が用意した交通を受け身で利用する

だけの「市民」ではなく、どのようにすれ

ば使いやすい移動手段となるかを関係者

とともに考えようとする主体的な姿勢を

持ち合わせた「市民」であることが重要で

ある。このような意図から「市民」も「主

体」として位置付けている。基本方針④に

関して表現を検討する。 

 【事務局】 

 



４ ・基本的には、バスやタクシーといった地域

を支える既存の交通をしっかりと守って

いくことが重要である一方で、それだけ

ではなかなか対応できない交通不便地域

が出ているという実情もある。なかなか

既存の事業者のマンパワーだけでは対応

できない状況の中で、公共ライドシェア

などを活用し、地域を支えていきたいと

いうのが、現在の国の方針である。バス事

業者やタクシー事業者が補完しきれない

ところを、できれば事業者協力型のよう

な公共ライドシェアを活用するのが望ま

しいと考える。一方、市民が中心となって

実施する形態ももちろんある。それにつ

いては地域の事情によるが、刈谷市の場

合では、限定されたところで、事業者と調

整したうえで実施していただくのが良い

かと考える。計画の中でどのように書く

のかは難しいが、新しい交通の導入に際

しては、事業者と調整するということを

何らかの形で示すと良いと考える。 

 【原田委員】 

・従来は、交通計画について検討する際、法

的な縛りの中での乗り物についてのみ検

討していくものであったが、今後はそれ

に該当しない交通も含めた交通計画を検

討していくのが良いと思われる。 

 【磯部会長】 

 

５ ・鉄道や道路は様々な自治体につながって

いるものであるため、周辺自治体とも連

携を図っていただきたい。特に名鉄知立

駅は西三河の一つの拠点でもあり、それ

を無視して刈谷市は成り立たない。市内

の道路は、東西に繋がっているものが多

いが、現行の都市交通戦略の検討時にも、

産業都市である刈谷市において、高速道

路のインターチェンジがないというのが

話題となっており、隣町のインターチェ

ンジまでどのようにして道路を繋いでい

くのかといった話があった。スマートイ

ンターチェンジができたものの、1か所の

インターチェンジに頼るわけではなく、

交通を分散していくといった方向性も考

えられる。より広域を視野に入れて検討

することも行いながら進めていただきた

い。 

 【磯部会長】 

 

・公共交通においては近隣市からの乗り入

れもあるほか、近隣市との連携について

も記載しており、道路に関しても、特に県

道の整備が進んでおり、他地域をまたぐ

道路の完成が迫っているものもある。引

き続き周辺地域と連携した交通のネット

ワークを考えて戦略に落とし込んでいき

たい。 

 【事務局】 



６ ・事務局からの説明内容について、承認いた

だけるか。 

【磯部会長】 

・賛成【全委員】⇒承認 

 

 

議題３ 令和７年度決算及び令和８年度予算について 

 主な意見 回答 

１ ・どうして「かりまる」の補助金が一度都市

交通協議会に振り込まれた後に、運行費

用を負担する刈谷市に振り込まれるとい

った手順となるのか。もう少し詳しく教

えていただきたい。 

【岡田委員】 

・何を目的として使われるかについては気

になるとは思う。協議会としての議題で

はないかもしれないものの、機会があれ

ば整理して頂けると良い。 

 【磯部会長】 

・補助金の規定として、市に直接ではなく、

都市交通協議会のような法律に則った会

に振り込むといった要項が決まってい

る。 

・補助金については、「かりまる」の運行の

一部と「かりまる」の運行のために用意し

た車両の一部に活用される。具体的な数

字としてどれくらい活用したのかについ

ては、次回決算時に示して説明したい。 

【事務局】 

２ ・事務局からの説明内容について、承認いた

だけるか。 

【磯部会長】 

・賛成【全委員】⇒承認 

 

  


